
「予防接種法施行令等の一部を改正する政令案」

について (説明要旨)

本政令案は、関連する諸費用の変動を勘案 し、予防接種

法による医療手当等の額、原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律による介護手当の額、独立行政法人医薬品医療

機器総合機構法による医療手当等の額及び新型インフルエ

ンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法に

よる医療手当等の額を改定するものであります。

(参考)本 政令案の概要

内容

予防接種法による医療手当等、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当、

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等及び新型インフルエンザ予防接種に

よる健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当等について、平成23年の全国消費者物

価指数の変動 (対前年比マイナス0.3%)又は人事院勧告 (対前年比マイナス0.23%)に合わ

せて、平成24年度の額を引き下げることとする。

施行期 日

平成 24年 4月 1日

＼



第 12.3.27

予
防
接
種
法
施
行
令
等
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

予
防
接
種
法
施
行
令
の

一
部
改
正

一
類
疾
病
及
び
二
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
等
に
係
る
医
療
手
当
の
額
を
、
医
療
を
受
け
た
日
数
等
に
応
じ
、

三
万
五
千
七
百
円
か
ら
三
万
五
千
六
百
円
に
、
三
万
三
千
七
百
円
か
ら
三
万
三
千
六
百
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ

と
。

（第
十

一
条
関
係
）

一
一　
予
防
接
種
法
第
六
条
第
二
項
に
基
づ
く
臨
時
予
防
接
種
に
係
る
障
害
児
養
育
年
金
の
額
を
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
百

十
八
万
五
千
六
百
円
か
ら
百
十
八
万
三
千
二
百
円
に
、
九
十
四
万
九
千
二
百
円
か
ら
九
十
四
万
五
千
六
百
円
に
、
そ
れ
ぞ

れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
十
二
条
関
係
）

〓
一　

一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
等
に
係
る
障
害
児
養
育
年
金
の
額
を
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
百
五
十
二
万
四
千

円
か
ら
百
五
十
二
万
四
百
円
に
、
百
二
十
二
万
四
百
円
か
ら
百
二
十

一
万
五
千
六
百
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
十
二
条
関
係
）

四
　

一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
等
に
係
る
障
害
児
養
育
年
金
に
係
る
介
護
加
算
額
の
額
を
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
、

八
十
三
万
六
千
二
百
円
か
ら
八
十
三
万
四
千
二
百
円
に
、
五
十
五
万
七
千
四
百
円
か
ら
五
十
五
万
六
千
二
百
円
に
、
そ
れ



ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
十
二
条
関
係
）

五
　
予
防
接
種
法
第
六
条
第
三
項
に
基
づ
く
臨
時
予
防
接
種
に
係
る
障
害
年
金
の
額
を
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
三
百
七
十

九
万
三
千
三
百
円
か
ら
三
百
七
十
八
万
円
に
、
三
百
三
万
三
千
六
百
円
か
ら
三
百
三
万
四
千
円
に
、
三
百
二
十
七
万
六
千

四
百
円
か
ら
二
百
二
十
六
万
八
千
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
十
三
条
関
係
）

エハ
　

一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
等
に
係
る
障
害
年
金
の
額
を
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
四
百
八
十
七
万
六
千
八
百

円
か
ら
四
百
八
十
六
万
円
に
、
三
百
九
十
万
千
二
百
円
か
ら
三
百
八
十
八
万
八
千
円
に
、
二
百
九
十
二
万
六
千
八
百
円
か

ら
三
百
九
十

一
万
六
千
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
十
三
条
関
係
）

七
　

一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
等
に
係
る
障
害
年
金
に
係
る
介
護
加
算
額
の
額
を
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
八
十

三
万
六
千
三
百
円
か
ら
八
十
三
万
四
千
三
百
円
に
、
五
十
五
万
七
千
四
百
円
か
ら
五
十
五
万
六
千
三
百
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ

引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
十
三
条
関
係
）

八
　
予
防
接
種
法
第
六
条
第
二
項
に
基
づ
く
臨
時
予
防
接
種
に
係
る
死
亡

一
時
金
の
額
を
、
死
亡
し
た
者
が
主
た
る
生
計
維

持
者
で
あ
っ
た
か
否
か
に
応
じ
、
三
千
三
百
二
十
万
円
か
ら
三
千
三
百
十
万
円
に
、
二
千
四
百
九
十
万
五
千
円
か
ら
二
千

四
百
八
十
万
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
十
七
条
関
係
）



九
　

一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
等
に
係
る
死
亡

一
時
金
の
額
を
、
四
千
二
百
七
十
万
円
か
ら
四
千
三
百
五
十
万
円

に
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
十
七
条
関
係
）

十
　
一
一類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
等
に
係
る
障
害
年
金
の
額
を
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
三
百
七
十
万
九
千
六
百
円

か
ら
二
百
七
十
万
円
に
、
三
百
十
六
万
七
千
二
百
円
か
ら
二
百
十
六
万
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
二
十

一
条
関
係
）

十

一　

菫還
族
年
金
の
額
を
、
三
百
三
十
七
万
円
か
ら
二
百
三
十
六
万
千
六
百
円
に
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
二
十
四
条
関
係
）

十
二
　
遺
族

一
時
金
の
額
を
、
七
百
十

一
万
円
か
ら
七
百
八
万
四
千
八
百
円
に
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
二
十
六
条
関
係
）

第
二
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の

一
部
改
正

介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
介
護
手
当
の
支
給
限
度
額
を
、
重
度
の
障
害
者
に
つ
い
て
は
月

額
十
万
四
千
五
百
三
十
円
か
ら
十
万
四
千
三
百
九
十
円
に
、
そ
の
他
の
障
害
者
に
つ
い
て
は
六
万
九
千
六
百
八
十
円
か
ら

六
万
九
千
五
百
二
十
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
、
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
な
い
場
合
に
支
給
さ
れ
る
介
護
手
当

の
額
を
、
月
額
二
万
千
五
百
円
か
ら
二
万
千
四
百
二
十
円
に
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
十
八
条
関
係
）

第
三
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
令
の

一
部
改
正



一　

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

（以
下

「機
構
」
と
い
う
。
）
が
支
給
す
る
医
療
手
当
の
額
を
、
医
療
を

受
け
た
日
数
等
に
応
じ
、
三
万
五
千
七
百
円
か
ら
三
万
五
千
六
百
円
に
、
三
万
三
千
七
百
円
か
ら
三
万
三
千
六
百
円
に
、

そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
五
条
関
係
）

一
一　
機
構
が
支
給
す
る
障
害
年
金
の
額
を
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
三
百
七
十
万
九
千
六
百
円
か
ら
二
百
七
十
万
円
に
、
二

百
十
六
万
七
千
三
百
円
か
ら
二
百
十
六
万
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
七
条
関
係
）

〓
一　
機
構
が
支
給
す
る
障
害
児
養
育
年
金
の
額
を
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
八
十
四
万
七
千
三
百
円
か
ら
八
十
四
万
四
千
八

百
円
に
、
六
十
七
万
八
千
円
か
ら
六
十
七
万
五
千
六
百
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
九
条
関
係
）

四
　
機
構
が
支
給
す
る
遺
族
年
金
の
額
を
、
二
百
三
十
七
万
円
か
ら
二
百
三
十
六
万
千
六
百
円
に
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第

十
条
関
係
）

五
　
機
構
が
支
給
す
る
遺
族

一
時
金
の
額
を
、
七
百
十

一
万
円
か
ら
七
百
八
万
四
千
八
百
円
に
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
十

一
条
関
係
）

第
四
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の

一
部
改
正

一　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
係
る
医
療
手
当
の
額
を
、
医
療
を
受
け
た
日
数
等
に
応
じ
、
三
万
五
千
七
百
円
か



ら
三
万
五
千
六
百
円
に
、
三
万
三
千
七
百
円
か
ら
三
万
三
千
六
百
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
三
条
関
係
）

一
一　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
係
る
障
害
児
養
育
年
金
の
額
を
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
百
十
八
万
五
千
六
百
円

か
ら
百
十
八
万
三
千
三
百
円
に
、
九
十
四
万
九
千
三
百
円
か
ら
九
十
四
万
五
千
六
百
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
四
条
関
係
）

〓
一　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
係
る
障
害
児
養
育
年
金
に
係
る
介
護
加
算
額
の
額
を
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
八

十
三
万
六
千
二
百
円
か
ら
八
十
三
万
四
千
二
百
円
に
、
五
十
五
万
七
千
四
百
円
か
ら
五
十
五
万
六
千
二
百
円
に
、
そ
れ
ぞ

れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
四
条
関
係
）

四
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
係
る
障
害
年
金
の
額
を
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
三
百
七
十
九
万
三
千
二
百
円
か

ら
三
百
七
十
八
万
円
に
、
三
百
三
万
三
千
六
百
円
か
ら
三
百
二
万
四
千
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
五
条

関
係
）

五
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
係
る
障
害
年
金
に
係
る
介
護
加
算
額
の
額
を
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
八
十
三
万

六
千
二
百
円
か
ら
八
十
三
万
四
千
二
百
円
に
、
五
十
五
万
七
千
四
百
円
か
ら
五
十
五
万
六
千
二
百
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き

下
げ
る
こ
と
。

（第
五
条
関
係
）



エハ
　
遺
族
年
金
の
額
を
、
死
亡
し
た
者
が
主
た
る
生
計
維
持
者
で
あ
っ
た
か
否
か
に
応
じ
、
三
百
三
十
二
万
円
か
ら
三
百
三

十

一
万
円
に
、
三
百
四
十
九
万
五
百
円
か
ら
二
百
四
十
八
万
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（第
八
条
関
係
）

第
五
　
施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（附
則
関
係
）



政
令
第

号

予
防
接
種
法
施
行
令
等
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
予
防
接
種
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
三
条
第

一
項
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関

す
る
法
律

（平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
三
十

一
条
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法

（平
成
十
四
年
法

律
第
百
九
十
二
号
）
第
十
六
条
第
三
項

（同
法
第
二
十
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平
成
二
十

一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（予
防
接
種
法
施
行
令
の

一
部
改
正
）

第

一
条
　
予
防
接
種
法
施
行
令

（昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十

一
条
第

一
項
第

一
号
中

「三
万
五
千
七
百
円
」
を

「三
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「三
万
三
千
七

百
円
」
を

「
三
万
三
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「三
万
五
千
七
百
円
」
を

「三
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
中

「三
万
三
千
七
百
円
」
を

「三
万
三
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「三
万
五
千
七
百
円
」
を

「三
万

五
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。



第
十

二
条
第

二
項
第

一
号
イ
中

「百
十
八
万
五
千
六
百
円
」
を

「百
十
八
万
三
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
口
中

「九
十

四
万
九
千
三
百
円
」
を

「九
十
四
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中

「百
五
十
二
万
四
千
円
」
を

「百
五
十
二

万
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
口
中

「百
二
十
二
万
四
百
円
」
を

「百
二
十

一
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「

八
十
三
万
六
千
二
百
円
」
を

「
八
十
三
万
四
千
三
百
円
」
に
、

「五
十
五
万
七
千
四
百
円
」
を

「五
十
五
万
六
千
三
百
円
」

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
項
第

一
号
イ
中

「三
百
七
十
九
万
三
千
三
百
円
」
を

「三
百
七
十
八
万
円
」
に
改
め
、
同
号
口
中

「三
百

三
万
三
千
六
百
円
」
を

「三
百
三
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中

「
三
百
二
十
七
万
六
千
四
百
円
」
を

「
三
百
二
十
六
万

八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
イ
中

「
四
百
八
十
七
万
六
千
八
百
円
」
を

「
四
百
八
十
六
万
円
」
に
改
め
、
同
号
口
中

「

三
百
九
十
万
千
三
百
円
」
を

「
三
百
八
十
八
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中

「
三
百
九
十
二
万
六
千
八
百
円
」
を

「
三
百

九
十

一
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「八
十
三
万
六
千
二
百
円
」
を

「
八
十
三
万
四
千
二
百
円
」
に
、

「五
十
五

万
七
千
四
百
円
」
を

「
五
十
五
万
六
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
四
項
第

一
号
イ
中

「三
千
三
百
二
十
万
円
」
を

「
三
千
三
百
十
万
円
」
に
改
め
、
同
号
口
中

「
二
千
四
百
九

十
万
五
千
円
」
を

「
二
千
四
百
八
十
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
四
千
三
百
七
十
万
円
」
を

「
四
千
三
百
五
十
万
円



」
に
改
め
る
。

第
二
十

一
条
第
二
項
第

一
号
中

「
二
百
七
十
万
九
千
六
百
円
」
を

「
三
百
七
十
万
円
」
に
改
め
、

十
六
万
七
千
三
百
円
」
を

「
二
百
十
六
万
円
」
に
改
め
る
。

第

二
十
四
条
第
五
項
中

「
二
百
三
十
七
万
円
」
を

「
二
百
三
十
六
万
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
三
項
第

一
号
中

「七
百
十

一
万
円
」
を

「七
百
八
万
四
千
八
百
円
」
に
改
め
る
。

（原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の

一
部
改
正
）

第
二
条
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（平
成
七
年
政
令
第
二
十
六
号
）

改
正
す
る
。

第
十
八
条
第

一
項
中

「六
万
九
千
六
百
八
十
円
」
を

「六
万
九
千
五
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

一
号
中

「十

万
四
千
五
百
三
十
円
」
を

「十
万
四
千
三
百
九
十
円
」
に
、
　
コ
一万
千
五
百
円
」
を

「
二
万
千
四
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
中

「
二
万
千
五
百
円
」
を

「
二
万
千
四
百
二
十
円
」
に
改
め
る
。

（独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
令
の

一
部
改
正
）

第
三
条
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
令

（平
成
十
六
年
政
令
第
八
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に

同
項
第

二
号
中

「
二
百

の

一
部
を
次

の
よ
う
に



改
正
す
る
。

第
五
条
第

一
項
第

一
号
中

「三
万
五
千
七
百
円
」
を

「
三
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
三
万
三
千
七
百

円
」
を

「
三
万
三
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
三
万
五
千
七
百
円
」
を

「三
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
中

「三
万
三
千
七
百
円
」
を

「
三
万
三
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
三
万
五
千
七
百
円
」
を

「三
万
五

千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第

一
項
第

一
号
中

「
三
百
七
十
万
九
千
六
百
円
」
を

「
三
百
七
十
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
三
百
十
六

万
七
千
三
百
円
」
を

「
三
百
十
六
万
円
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第

一
項
第

一
号
中

「八
十
四
万
七
千
二
百
円
」
を

「八
十
四
万
四
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「六
十

七
万
八
千
円
」
を

「六
十
七
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
五
項
中

「
三
百
三
十
七
万
円
」
を

「
三
百
三
十
六
万
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

第
十

一
条
第
二
項
第

一
号
中

「七
百
十

一
万
円
」
を

「七
百
八
万
四
千
八
百
円
」
に
改
め
る
。

（新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の

一
部
改
正
）

第
四
条
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

（平
成
二
十

一
年
政
令



第
二
百
七
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第

一
項
第

一
号
中

「三
万
五
千
七
百
円
」
を

「
三
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
三
万
三
千
七
百

円
」
を

「
三
万
三
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
三
万
五
千
七
百
円
」
を

「
三
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
．項

第
四
号
中

「
三
万
三
千
七
百
円
」
を

「
三
万
三
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
三
万
五
千
七
百
円
」
を

「三
万
五

千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第

二
項
第

一
号
中

「百
十
八
万
五
千
六
百
円
」
を

「百
十
八
万
三
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中

「九
十

四
万
九
千
三
百
円
」
を

「九
十
四
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「八
十
三
万
六
千
二
百
円
」
を

「八
十
三
万

四
千
二
百
円
」
に
、

「五
十
五
万
七
千
四
百
円
」
を

「五
十
五
万
六
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
第

一
号
中

「三
百
七
十
九
万
三
千
二
百
円
」
を

「
三
百
七
十
八
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「三
百

三
万
三
千
六
百
円
」
を

「三
百
三
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「八
十
三
万
六
千
三
百
円
」
を

「
八
十
三
万
四
千

二
百
円
」
に
、

「五
十
五
万
七
千
四
百
円
」
を

「五
十
五
万
六
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
五
項
第

一
号
中

「
三
百
三
十
二
万
円
」
を

「三
百
三
十

一
万
円
」
に
、
同
項
第
二
号
中

「
三
百
四
十
九
万
五
百

円
」
を

「
三
百
四
十
八
万
円
」
に
改
め
る
。



附
　
則

（施
行
期
日
）

第

一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成

二
十
四
年
四
丹

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
二
十
四
年
三
月
以
前
の
月
分
の
予
防
接
種
法
に
よ
る
医
療
手
当
、
障
害
児
養
育
年
金
、
障
害
年
金
、
障
害
児
養

育
年
金
及
び
障
害
年
金
に
係
る
介
護
加
算
額
並
び
に
遺
族
年
金
並
び
に
同
月
三
十

一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
同
法
に
よ
る
死

亡

一
時
金
及
び
遺
族

一
時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
平
成
二
十
四
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
介
護
手
当
の

額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
平
成
二
十
四
年
二
月
以
前
の
月
分
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
に
よ
る
医
療
手
当
、
障
害
年
金
、
障

害
児
養
育
年
金
及
び
遺
族
年
金
並
び
に
同
月
三
十

一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
同
法
に
よ
る
遺
族

一
時
金
の
額
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
平
成
二
十
四
年
二
月
以
前
の
月
分
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法



に
よ
る
医
療
手
当
、
障
害
児
養
育
年
金
、
障
害
年
金
、
障
害
児
養
育
年
金
及
び
障
害
年
金
に
係
る
介
護
加
算
額
並
び
に
遺
族

年
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
予
防
接
種
法
施
行
令
及
び
結
核
予
防
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
の

一
部
改
正
）

第
三
条
　
予
防
接
種
法
施
行
令
及
び
結
核
予
防
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

（昭
和
五
十

二
年
政
令
第
十
七
号
）
の

一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
中

「
四
千
二
百
七
十
万
円
」
を

「
四
千
二
百
五
十
万
円
」
に
改
め
る
。



理
　
由

関
連
す
る
諸
費
用
の
変
動
を
勘
案
し
、
予
防
接
種
法
に
よ
る
医
療
手
当
、
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
等
の
額
、
原
子
爆
弾
被

爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
介
護
手
当
の
額
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
に
よ
る
医
療
手

当
、
障
害
年
金
、
障
害
児
養
育
年
金
、
遺
族
年
金
及
び
遺
族

一
時
金
の
額
並
び
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健

康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
医
療
手
当
、
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
等
の
額
の
改
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。



予
防
接
種
法
施
行
令
等

の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
　
新
旧
対
照
条
文

○
予
防
接
種
法
施
行
令

（
昭
和

二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）

（
抄
）

○
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
七
年
政
令
第
二
十
六
号
）

（
抄
）

○
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
令

（
平
成
十
六
年
政
令
第
八
十
三
号
）

（抄
）

○
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

（
平
成

二
十

一
年
政
令
第

二
百
七
十
七
号
）

（
抄
）

○
予
防
接
種
法
施
行
令
及
び
結
核
予
防
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
昭
和
五
十

二
年
政
令
第
十
七
号
）

（
抄
）

14H872



予
防
接
種
法
施
行
令
等
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
　
新
旧
対
照
条
文

○
予
防
接
種
法
施
行
令

（
昭
和

二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）

（抄
）

（第

一
条
関
係
）

（
一
類
疾
病
に
係
る
定
期

の
予
防
接
種
等
に
係
る
医
療
手
当
）

第
十

一
条
　
法
第
十

二
条
第

一
項
第

一
号

の
規
定
に
よ
る
医
療
手
当
は
、
月
を

単
位
と
し

て
支
給
す
る
も

の
と
し
、
そ

の
額
は
、　
一
月
に

つ
き
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
区
分
に
従

い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

医
療

（
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ

。
）
を
受
け
た
日
数
が
三
日
以
上

の
場
合
　
一二
万
五
千
六
百
円

一
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
三
日
未
満

の
場
合
　
一二
万
三
千
六
百
円

〓
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日

数
が
八
日
以
上
の
場
合
　
一二
万
五
千
六
百
円

四
　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す

る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
八
日
未
満

の
場
合
　
一二
万
三
千
六
百
円

２
　
同

一
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

医
療
と
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
と
を
受
け
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
そ

の
片
分

の
医
療
手
当
の
額
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
万
五
千
六

百
円
と
す

る
。

（
一
類
疾
病
に
係
る
定
期

の
予
防
接
種
等
に
係
る
障
害
児
養
育
年
金
）

（傍
線

の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
一
類
疾
病
に
係
る
定
期

の
予
防
接
種
等
に
係
る
医
療
手
当
）

第
十

一
条
　
法
第
十

二
条
第

一
項
第

一
号

の
規
定
に
よ
る
医
療
手
当
は
、
月
を

単
位
と
し

て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、　
一
月
に

つ
き
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
区
分
に
従

い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま

で
に
規
定
す
る

医
療

（
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ

。
）
を
受
け
た
日
数
が
三
日
以
上
の
場
合
　
〓
方
五

千
二
革
里
日

一
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
三
日
未
満

の
場
合

　
一二
万
三
千

七
百
円

〓
一　

そ

の
月
に
お

い
て
前
条
第

一
項
第
五
号

に
規
定
す

る
医
療
を
受
け
た

日

数
が

八
日
以
上

の
場
合
　
〓
万

五
十
七
百
円

四
　

そ

の
月
に
お

い
て
前
号

に
規
定
す

る
医
療

を
受

け
た

日
数

が

八
日
未
満

の
場
合

　
一二
万
三
千
七
百
円

２
　

同

一
の
月
に
お

い
て
前
条
第

一
項
第

一
号
か

ら
第

四
号

ま

で
に
規
定
す

る

医
療

と
同
項
第

五
号
に
規
定
す

る
医
療

と
を
受

け
た
場
合

に
あ

つ
て
は
、

そ

の
月
分

の
医
療
手
当

の
額

は
、
前
項

の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず

、
二
万
三
十
七

百
円
と
す

る
。

（
一
類
疾
病

に
係

る
定
期

の
予
防
接
種
等

に
係

る
障
害

児
養
育
年

金
）



第
十

二
条

　

（
略
）

２
　
法
第
十

二
条
第

一
項
第

二
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
養
育
年
金
の
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

法
第
七
条

の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
臨
時
の
予
防
接
種

（
法
第
六
条
第

二
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下

「
第
二
項
臨
時
予
防
接
種
」
と
い
う
。

）
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
障
害

の
状
態
に
あ
る
者
を
養
育
す
る
者
に
支
給

す
る
場
合
　
次

の
イ
又
は

口
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

口
に
定
め
る
額

イ
　
別
表
第

一
に
定
め
る

一
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満

の
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
一
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る

者
に
支
給
す

る
場
合
　
百
十
八
万
三
千

二
百
円

口
　
別
表
第

一
に
定
め
る
三
級

の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満

の
者

（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て

「
二
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る

者
に
支
給
す
る
場
合
　
九
十

四
万
五
千
六
百
円

二
　
前
号
に
掲
げ

る
場
合
以
外

の
場
合
　
次

の
イ
又
は

口
に
掲
げ
る
区
分
に

従

い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

口
に
定
め
る
額

イ

　

一
級
障
害
児
を
養
育
す

る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
百
五
十

二
万
四
百

円
口
　

二
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
百

二
十

一
万
五
千

六
百
円

３

　

（
略
）

４
　
前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、　
一
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に
支
給

す
る
場
合
は
八
十
三
万
四
千

二
百
円
と
し
、

二
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に

支
給
す
る
場
合
は
五
十
五
万
六
千

二
百
円
と
す
る
。

５

　

（
略
）

第
十

二
条

　

（
略
）

２
　
法
第
十

二
条
第

一
項
第

二
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
養
育
年
金
の
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と、
す
る
。

一
　

法
第
七
条

の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
臨
時
の
予
防
接
種

（
法
第
六
条
第

二
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下

「
第
二
項
臨
時
予
防
接
種
」
と
い
う
。

）
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
障
害

の
状
態
に
あ
る
者
を
養
育
す
る
者
に
支
給

す
る
場
合
　
次
の
イ
又
は

口
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

口
に
定
め
る
額

イ
　
別
表
第

一
に
定
め
る

一
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十

八
歳
未
満

の
者

（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て

「
一
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す

る

者
に
支
給
す
る
場
合
　
百
十
八
万
五
千
六
百
円

口
　
別
表
第

一
に
定
め
る
二
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十

八
歳
未
満

の
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
二
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る

者
に
支
給
す
る
場
合
　
九
十

四
万
九
千

二
百
円

一
一　
前
号
に
掲
げ

る
場
合
以
外

の
場
合
　
次

の
イ
又
は

口
に
掲
げ

る
区
分
に

従

い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

口
に
定
め
る
額

イ

　

一
級
障
害
児
を
養
育
す

る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
司
到
刊

二‐
川
回
刊

円
口
　

二
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に
支
給
す

る
場
合
　
百

二
十

二
万
四
百

円

３

　

（
略
）

４
　
前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、　
一
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に
支
給

す
る
場
合
は
八
十
三
万
六
千

三
百
円
と
し
、

二
級
障
害
児
を
養
育
す

る
者
に

支
給
す
る
場
合
は
二
十
二
万
七
十

四
百
円
と
す
る
。

５

　

（
略
）



（
一
類
疾
病
に
係
る
定
期

の
予
防
接
種
等
に
係
る
障
害
年
金
）

第
十
三
条

　

（
略
）

２
　
法
第
十

二
条
第

一
項
第
三
号

の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
額
は
、
次

の
各

号
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

第
二
項
臨
時
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
障
害

の
状
態
に
あ
る
者

に
支

′給
す
る
場
合
　
次

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
そ
れ

ぞ
れ
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
別
表
第

二
に
定
め
る

一
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上

の
者

（
以
下

「
一
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）
に
支
給
す
る
場
合
　
一二
百
七
十

八
万
円

口
　
別
表
第

二
に
定
め
る
二
級

の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者

（
以
下

「
二
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）
に
支
給
す
る
場
合
　
一二
百
三
万

四
千
円

ハ
　
別
表
第

二
に
定
め
る
三
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上

の
者

（
次
号

ハ
に
お
い
て

「
三
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）
に
支
給
す
る
場
合

二
百

二
十
六
万
八
千
円

一
一　
前
号
に
掲
げ

る
場
合
以
外
の
場
合
　
次

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
区

分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

　

一
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
　
四
百
八
十
六
万
円

口
　

二
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
　
一二
百
八
十
八
万
八
千
円

ハ
　
三
級
障
害
者
に
支
給
す

る
場
合
　
一
一
百
九
十

一
万
六
千
円
　
ヽ

３

　

（
略
）

４
　
前
項
に
規
定
す

る
介
護
加
算
額
は
、　
一
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
は
八

十
三
万
四
千

二
百
円
と
し
、

二
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
は
五
十
五
万
六

（
一
類
疾
病
に
係
る
定
期

の
予
防
接
種
等
に
係
る
障
害
年
金
）

第
十
三
条

　

（
略
）

２
　
法
第
十

二
条
第

一
項
第
三
号

の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

の
額
は
、
次

の
各

号
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

第
三
項
臨
時
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
障
害

の
状
態
に
あ
る
者

に
支
給
す
る
場
合
　
次

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
区
分
に
従

い
、
そ
れ

ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
別
表
第

二
に
定
め
る

一
級
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上

の
者

（
以
下

「
一
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）
に
支
給
す
る
場
合
　
一三
百
七
十

九
万
三
千

三
百
円

口
　
別
表
第

二
に
定
め
る
二
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者

（
以
下

「
二
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）
に
支
給
す
る
場
合
　
一二
百
三
万

三
千
六
百
円

ハ
　
別
表
第

二
に
定
め
る
三
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上

の
者

（
次
号

ハ
に
お
い
て

「
三
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）
に
支
給
す
る
場
合

二
百

二
十
七
万
六
千
四
百
円

一
一　
前
号
に
掲
げ

る
場
合
以
外

の
場
合
　
次

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
区

分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

　

一
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
　
四
百
八
十
七
万
六
千
八
百
円

口
　

二
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
　
〓
百
九
十
万
十
二
百

円

ハ
　
三
級
障
害
者
に
支
給
す

る
場
合
　
ョ
司
川
刊

二‐
川
利
刊
川
司
酬

３

　

（
略
）

４
　
前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、　
一
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
は
利

刊
コ
冽
利
刊
二‐
司
劇
と
し
、
二
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
は
コ
刊
コ
川
「



千

三
百
円
と
す
る
。

５

　

（
略
）

（
死
亡

一
時
金
）

第
十
七
条

　

（
略
）

２

・
３

　

（
略
）

４
　
死
亡

一
時
金

の
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
従

い
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

第

二
項
第

一
号
に
掲
げ

る
場
合
　
次

の
イ
又
は

口
に
掲
げ

る
区
分
に
従

い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

口
に
定
め
る
額

イ
　
第

二
項
第

一
号
イ
に
掲
げ

る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
一二
千
三
百
十
万

円
口
　
第

二
項
第

一
号

口
に
掲
げ

る
者
に
支
給
す

る
場
合
　
一
一千
四
百
八
十

万
円

一
一　
第

二
項
第

二
号
に
掲
げ

る
場
合
　
四
千

三
百
五
十
万
円

５

・
６

　

（
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

（
二
類
疾
病
に
係
る
定
期

の
予
防
接
種
に
係
る
障
害
年
金
）

第

二
十

一
条

　

（
略
）

２
　
法
第
十

二
条
第

二
項
第
三
号

の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

の
額
は
、
次

の
各

号
に
掲
げ

る
者
の
区
分
に
従

い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

別
表
第

二
に
定
め
る

一
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
者

　
一
一百
七
十
万
円

一
一　
別
表
第

二
に
定
め
る
二
級
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
者
　
一
一
百
十
六
万
円

千
四
百
円
と
す
る
。

５

　

（
略
）

（
死
亡

一
時
金
）

第
十
七
条

　

（
略
）

２

・
３

　

（
略
）

４
　
死
亡

一
時
金

の
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
従

い
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

第

二
項
第

一
号
に
掲
げ

る
場
合
　
次

の
イ
又
は

口
に
掲
げ

る
区
分
に
従

い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
口
に
定
め
る
額

イ
　
第

二
項
第

一
号
イ
に
掲
げ

る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
一二
千
三
百

二
十

万
円

口
　
第

二
項
第

一
号

口
に
掲
げ

る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
一
一千
四
百
九
十

万
五
千
円

一
一　
第

二
項
第

二
号
に
掲
げ

る
場ヽ
合
　
四
千

二
百
七
十
万
円

５

・
６

　

（
略
）

（
二
類
疾
病
に
係
る
定
期

の
予
防
接
種
に
係
る
障
害
年
金
）

第

二
十

一
条

　

（
略
）

２
　
法
第
十

二
条
第

二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

の
額
は
、
次

の
各

号
に
掲
げ

る
者

の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

別
表
第

二
に
定
め
る

一
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
者

　
一
一
百
七
十
万
九

千
六
百
円

一
一　
別
表
第

二
に
定
め
る
二
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
者

　
一
一
百
十
六
万
七

千

二
百
円



（
遺
族
年
金
）

第

二
十

四
条

　

（
略
）

２
～
４

　

（
略
）

５
　
遺
族
年
金

の
額
は
、

６
～
９

　

（
略
）

二
百
三
十
六
万
千
六
百
円
と
す
る
。

（遺
族

一
時
金
）

第

二
十
六
条
　
　
（
略
）

２

　

（
略
）

３
　
遣
族

一
時
金
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
支
給
す

る
も
の
と
し
、
そ

の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者

の
死
亡
の
当
時
遺
族
年

金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
遺
族

（
当
該
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
る
子
が

あ
る
場
合

で
あ

つ
て
当
時
胎
児
で
あ

つ
た
子
が
出
生
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
な
い
と
き
、
又
は

遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
遺
族
が
遺
族
年
金
の
支
給

の
請
求
を

し
な
い
で
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
他
に
同
順
位
若
し
く
は
後
順
位

の

遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
遺
族
が
な
い
と
き
　
七
百
八
万
四
千

八
百
円

一
一
　

（
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

４

・
５

　

（
略
）

（
遺
族
年
金
）

第

二
十
四
条

　

（
略
）

２
～
４

　

（
略
）

５
　
遺
族
年
金
の
額
は
、

三
百
三
十
七
万
円
と
す
る
。

６
～
９

　

（
略
）

（遺
族

一
時
金
）

第

二
十
六
条

　

（
略
）

２

　

（
略
）

３
　
遣
族

一
時
金
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
支
給
す

る
も
の
と
し
、
そ

の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者

の
死
亡
の
当
時
遺
族
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族

（
当
該
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
る
子
が

あ
る
場
合
で
あ

つ
て
当
時
胎
児
で
あ

つ
た
子
が
出
生
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
子
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
な
い
と
き
、
又
は

遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
遺
族
年
金
の
支
給

の
請
求
を

し
な
い
で
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
他
に
同
順
位
若
し
く
は
後
順
位

の

遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
な
い
と
き
　
七
百
十

一
万
円

一
一
　

（
略
）

４

・
５

　

（
略
）



○
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す

る
法
律
施
行
令

（
平
成
七
年
政
令
第

二
十
六
号
）

（抄
）

（
第

二
条
関
係
）

（傍
線

の
部
分
は
改
正
部
分
）

（介
護
手
当

の
支
給
）

第
十
八
条
　
介
護
手
当
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額

は
、　
一
月
に

つ
き
、
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費

用
と
し
て
支
出
さ

れ
た
費
用
の
額

（
そ
の
額
が
六
万
九
千
五
百

二
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
六

万
九
千
五
百

二
十
円
）
と
す
る
。

２
　
そ
の
精
神
上
又
は
身
体
上

の
障
害
が
法
第
三
十

一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
者
に
支
給
す

る
介
護
手
当
の

額
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号

の
区
分
に
従

い
、
当
該
各

号
に
掲
げ

る
額
と
す
る
。

一
　

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日

が
あ
る
場
合
　
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ

た
費
用
の
額

（
そ
の
額
が
、
十
万
四
千

二
百
九
十
円
を
超
え
る
と
き
は
十

万
四
千

三
百
九
十
円
と
し
、

二
万
千
四
百

二
十
円
に
満
た
な
い
と
き
は

二

万
千
四
百

二
十
円
と
す
る
。
）

一
一　
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日

が
な
い
場
合
　
一
一
万
千
四
百

二
十
円

改

正

案

（介
護
手
当

の
支
給
）

第
十

八
条
　
介
護
手
当
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も

の
と
し
、
そ
の
額

は
、　
一
月
に

つ
き
、
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費

用
と
し
て
支
出
さ

れ
た
費
用
の
額

（
そ
の
額
が
六
万
九
千
六
百
八
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
六

万
九
千
六
百
八
十
円
）
と
す
る
。

２
　
そ
の
精
神
上
又
は
身
体
上

の
障
害
が
法
第
二
十

一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
者
に
支
給
す
る
介
護
手
当
の

額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各

号
に
掲
げ

る
額
と
す
る
。

一
　

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日

が
あ
る
場
合
　
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ

た
費
用
の
額

（
そ
の
額
が
、
十
万
四
千
五
百
三
十
円
を
超
え
る
と
き
は
十

万
四
千
五
百
三
十
円
と
し
、

二
万
千
五
百
円
に
満
た
な
い
と
き
は

二
万
千

五
百
円
と
す
る
．
）

一
一　
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日

が
な
い
場
合
　
一
一
万
千
五
百
円

現

行



○
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
令

（
平
成
十
六
年
政
令
第
八
十
三
号
）

（抄
）

（第
三
条
関
係
）

（
医
療
手
当

の
額
等
）

第
五
条
　
法
第
十
六
条
第

一
項
第

一
号
の
医
療
手
当

（
以
下

「
医
療
手
当
」
と

い
う
。
）
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、　
一
月

に
つ
き
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る

。
一
　

そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

医
療

（
同
項
第
五
号
に
規
定
す

る
医
療
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ

。
）
を
受
け
た
日
数
が
三
日
以
上

の
場
合
　
一二
万
五
千
六
百
円

一
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
三
日
未
満

の
場
合
　
一二
万
三
千
六
百
円

〓
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日

数
が
八
日
以
上
の
場
合
　
一二
万
五
千
六
百
円

四
　
そ
の
月
に
お

い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
八
日
未
満

の
場
合
　
一二
万
三
千
六
百
円

２
　
同

一
の
月
に
お

い
て
前
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

医
療
と
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
と
を
受
け
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ

（傍
線

の
部
分
は
改
正
部
分
）

（
医
療
手
当

の
額
等
）

第
五
条
　
法
第
十
六
条
第

一
項
第

一
号
の
医
療
手
当

（
以
下

「
医
療
手
当
」
と

い
う
。
）
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、　
一
月

に

つ
き
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る

。
一
　

そ

の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

医
療

（
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ

。
）
を
受
け
た
日
数
が
三
日
以
上
の
場
合
　
三
吾
年
二
十
七
百
円

一
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す

る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
三
日
未
満

の
場
合
　
一二
万
三
千
七
百
円

〓
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日

数
が
八
日
以
上
の
場
合
　
〓
万
〓
十
七
百
円

四
　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
八
日
未
満

の
場
合
　
一二
万
三
千
七
百
円

２
　
同

一
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

医
療
と
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
と
を
受
け
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ

の
月
分

の
医
療
手
当
の
額
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
万
三
十
七

百
円
と
す
る
。

３

　

（
略
）

の
月
分

の
医
療
手
当

の
額
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
万
五
千
六

百
円
と
す
る
。

３

　

（
略
）



（
障
害
年
金
の
額
）

第
七
条
　
法
第
十
六
条
第

一
項
第

二
号
の
障
害
年
金

（
以
下

「
障
害
年
金
」
と

い
う
。
）

の
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
者
の
区
分
に
従

い
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。

´
一
　

別
表
に
定
め
る

一
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
者
　
一
一百
七
十
万
円

一
一　
別
表
に
定
め
る
二
級

の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
　
一
一百
十
六
万
円

２

　

（
略
）

（
障
害
児
養
育
年
金

の
額
等
）

第
九
条
　
法
第
十
六
条
第

一
項
第
二
号
の
障
害
児
養
育
年
金

（
以
下

「
障
害
児

養
育
年
金
」
と
い
う
。
）

の
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
者
の
区
分
に
従
い

、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

別
表
に
定
め
る

一
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
者
を
養
育
す
る
者
　
八
十

四
万
四
千
八
百
円

一
一　
別
表
に
定
め
る
二
級

の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
を
養
育
す
る
者
　
エハ
十

七
万
五
千
六
百
円

２

　

（
略
）

（
遺
族
年
金
）

第
十
条

　

（
略
）

２
～
４

　

（
略
）

５
　
遺
族
年
金

の
額
は
、

三
百
三
十
六
万
千
六
百
円
と
す
る
。

６
～
９

　

（
略
）

（
障
害
年
金

の
額
）

第
七
条
　
法
第
十
六
条
第

一
項
第

二
号
の
障
害
年
金

（
以
下

「
障
害
年
金
」
と

い
う
。
）

の
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
者

の
区
分
に
従

い
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

別
表
に
定
め
る

一
級
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
者

　
一
一百
七
十
万
九
千
六

百
円
　
　
″

一
一　
別
表
に
定
め
る
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
　
一
一
百
十
六
万
七
千

二

百
円

２

　

（
略
）

（
障
害
児
養
育
年
金
の
額
等
）

第
九
条
　
法
第
十
六
条
第

一
項
第
二
号
の
障
害
児
養
育
年
金

（
以
下

「
障
害
児

養
育
年
金
」
と
い
う
。
）

の
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
者

の
区
分
に
従
い

、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

別
表
に
定
め
る

一
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
者
を
養
育
す
る
者
　
八
十

四
万
七
千

三
百
円

一
一　
別
表
に
定
め
る
二
級
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
者
を
養
育
す
る
者
　
エハ
十

七
万
八
千
円

２

　

（
略
）

（
遺
族
年
金
）

第
十
条

　

（
略
）

２
～
４

　

（
略
）

５
　
遺
族
年
金

の
額
は
、

二
百
三
十
七
万
円
と
す

る
。

６
～
９

　

（
略
）



（
遺
族

一
時
金
）

第
十

一
条

　

（
略
）

２
　
遺
族

一
時
金
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ

の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
り
死
亡
し
た
者

の
死
亡
の
当
時
遺
族
年
金
を
受

け
る
こ
と
が

で
き
る
遺
族

（当
該
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
る
子
が
あ
る
場

合
で
あ

っ
て
当
該
胎
児
で
あ

っ
た
子
が
出
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
子

を
含
む
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
な
い
と
き
、
又
は
遺
族
年

金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
遺
族
が
遺
族
年
金
の
支
給

の
請
求
を
し
な
い

で
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
他
に
同
順
位
若
し
く
は
後
順
位

の
遺
族
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
な
い
と
き
　
七
百
八
万
四
千
八
百
円

一
一

（
略
）

３
～
５

　

（
略
）

（
遺
族

一
時
金
）

第
十

一
条

　

（
略
）

２
　
遺
族

一
時
金
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ

の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
り
死
亡
し
た
者

の
死
亡
の
当
時
遺
族
年
金
を
受

け
る
こ
と
が

で
き
る
遺
族

（
当
該
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
る
子
が
あ
る
場

合
で
あ

っ
て
当
該
胎
児
で
あ

っ
た
子
が
出
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
子

を
含
む
。
以
下

こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
な
い
と
き
、
又
は
遺
族
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
遺
族
年
金
の
支
給

の
請
求
を
し
な
い

で
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
他
に
同
順
位
若
し
く
は
後
順
位

の
遺
族
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
な
い
と
き
　
七
百
十
■
万
円

一
一
　

（
略
）

３
～
５

　

（
略
）



○
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

（
平
成

二
十

一

（
第
四
条
関
係
）

（
医
療
手
当
）

第
三
条

　

（略
）

一
　

そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

二
項
第

一
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
規
定
す
る

医
療

（
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
に
伴
う
も

の
を
除
く
。
以
下
同
じ

。
）
を
受
け
た
日
数
が
三
日
以
上

の
場
合
　
一二
万
五
千
六
百
円

一
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
三
日
未
満

の
場
合
　
一二
万
三
千
六
百
円

〓
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日

数
が
八
日
以
上

の
場
合
　
一二
万
五
千
六
百
円

四
　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す

る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
八
日
未
満

の
場
合
　
一二
万
三
千
六
百
円

２
　
同

一
の
月
に
お
い
て
前
条
第

二
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

医
療
と
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
と
を
受
け
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ

の
月
分
の
医
療
手
当

の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
万
五
千
六

百
円
と
す
る
。

３

　

（
略
）

（
障
害
児
養
育
年
金
）

第
四
条

　

（
略
）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

′

２
　
法
第
四
条
第

二
号
の
障
害
児
養
育
年
金

（
以
下

「
障
害
児
養
育
年
金
」
と

（
医
療
手
当
）

第
三
条

　

（
略
）

一
　

そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

二
項
第

一
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
規
定
す
る

医
療

（
同
・項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ

。
）
を
受
け
た
日
数
が
三
日
以
上

の
場
合
　
一二
万
五
千
七
百
円

一
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
三
日
未
満

の
場
合
　
三
万
三
千
七
百
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

〓
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日

数
が
八
日
以
上
の
場
合
　
一二
万
五
千
七
百
円

四
　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
八
日
未
満

の
場
合
　
一二
万
三
千
七
百
円

２
　
同

一
の
月
に
お
い
て
前
条
第

二
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

医
療
と
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
と
を
受
け
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ

の
月
分
の
医
療
手
当

の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
万
五
千
七

百
円
と
す
る
。

３

　

（
略
）

（障
害
児
養
育
年
金
）

第
四
条

　

（
略
）

２
　
法
第
四
条
第

二
号
の
障
害
児
養
育
年
金

（
以
下

「
障
害
児
養
育
年
金
」
と

年
政
令
第

二
百
七
十
七
号
）

（抄
）

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）



い
う
。
）

の
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
者

の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

一
　

別
表
に
定
め
る

一
級
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十

八
歳
未
満

の
者

（
第
四

項
に
お
い
て

「
一
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る
者
　
百
十
八
万

三
千

二
百
円

一
一　
別
表
に
定
め
る

二
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満

の
者

（
第
四

項
に
お
い
て

「
二
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る
者
　
九
十
四
万

・

五
千
六
百
円

３

　

（
略
）

４
　
前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、　
一
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に
支
給

す
る
場
合
は
八
十
三
万
四
千

二
百
円
と
し
、

二
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に

支
給
す
る
場
合
は
五
十
五
万
六
千

二
百
円
と
す
る
。

５

　

（
略
）

（
障
害
年
金
）

第
五
条

　

（
略
）

２
　
法
第
四
条
第
三
号

の
障
害
年
金

（
以
下

「
障
害
年
金
」
と
い
う
。
）
の
額

は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
者

の
区
分
に
従

い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る

。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

´

一
　

別
表
に
定
め
る

一
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者

（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て

「
一
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）
　

一二
百
七
十
八
万
円

一
一　
別
表
に
定
め
る
二
級
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上

の
者

（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て

「
二
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）
　

一二
百

二
万
四
千
円

い
う
。
）
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者

の
区
分
に
従

い
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

別
表
に
定
め
る

一
級
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十

八
歳
未
満

の
者

（
第
四

項
に
お
い
て

「
一
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る
者
　
司
刊
利
川

五
千
六
百
円

一
一　
別
表
に
定
め
る
二
級

の
障
害

の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満

の
者

（
第
四

項
に
お
い
て

「
二
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る
者
　
川
刊
呵
刻

九
千

三
百
円

３

　

（
略
）

４
　
前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、　
一
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に
支
給

す

る
場
合
は
八
十
三
万
六
千

二
百
円
と
し
、

二
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に

支
給
す

る
場
合
は
二
十

五
万
七
十

四
百
円

と
す

る
。

５

　

（
略
）

（
障
害
年
金
）

第
五
条

　

（
略
）

２
　
法
第
四
条
第
二
号

の
障
害
年
金

（
以
下

「
障
害
年
金
」
と
い
う
。
）

の
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者

の
区
分
に
従

い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

Ｚ

つ

。
一
　

別
表

に
定

め
る

一
級

の
障
害

の
状
態

に
あ

る
十

八
歳

以
上

の
者

（
以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
一
級
障
害
者
」

と

い
う
。
）

ョ
司
「
刊
川
川
ヨ
刊

二
百
円

一
一　

別
表

に
定

め
る

二
級

の
障
害

の
状
態

に
あ

る
十

八
歳

以
上

の
者

（
以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
二
級
障

害
者
」

と

い
う
。
）
　

三
百
二
万
三
千
六
百

円



３

　

（
略
）

４
　
前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、　
一
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
は
八

十
三
万
四
千

二
百
円
と
し
、

二
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
は
五
十
五
万
六

千

二
百
円
と
す
る
。

５

　

（
略
）

（
遺
族
年
金
）

第
八
条

　

（
略
）

２
～
４

　

（
略
）

５
　
遺
族
年
金

の
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す

る
。

一
　

第

一
項
第

一
号
に
掲
げ

る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
一二
百
三
十

一
万
円

一
一　
第

一
項
第

二
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
一
一
百
四

十
八
万
円

６
～
１０

　

（
略
）

３

　

（
略
）

４
　
前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、　
一
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
は
八

十
三
万
六
千

二
百
円
と
し
、

二
級
障
害
者
に
支
給
す

る
場
合
は
五
十
五
万
七

千
四
百
円
と
す
る
。

５

　

（
略
）

（遺
族
年
金
）

第
八
条

　

（
略
）

２
～
４

　

（
略
）

５
　
遺
族
年
金

の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す

る
。

一
　

第

一
項
第

一
号
に
掲
げ

る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
一二
百
三
十

二
万
円

一
一　
第

一
項
第

二
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
者
に
支
給
す
る
場
合

　
一
一
百
四

十
九
万
五
百
円

６
～
１０

　

（
略
）



○
予
防
接
種
法
施
行
令
及
び
結
核
予
防
法
施
行
令

の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
昭
和
五
十

二
年
政
令
第
十
七
号
）

（抄
）

（
附
則
第
二
条
関
係
）

附
　
則

（
従
前

の
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
に
関
す
る
給
付
）

第

二
条
　
予
防
接
種
法
及
び
結
核
予
防
法

の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三

条
第

一
項

の
規
定
に
よ
る
給
付
に

つ
い
て
は
予
防
接
種
法
第
十

二
条
第

一
項

並
び
に
予
防
接
種
法
施
行
令
第
八
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第

二
十
九
条
及

び
第
三
十
条
、
当
該
給
付

の
都
道
府
県
の
負
担
に

つ
い
て
は
同
令
第
三
十

一

条
第

二
項
及
び
第
二
項

の
規
定

（
同
法
第
六
条
第
二
項
に
係
る
部
分
を
除
く

。
）

の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
三
条
第

二
項
第

二
号

中

「
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は

「
定
め
る
額

（
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
に
関
す
る
従
前

の
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
給
付
で
あ

つ
て
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
も
の

（
以
下

「
従
前

の
給
付
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
か

つ

、
法
第
十

二
条
第

一
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

の
支
給
期
間
が
十

六
年
に
満
た
な
い
者
に
係
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
調
整
額

（
そ
の
者
に
係

る
従
前

の
給
付

の
額
と
そ
の
給
付

の
事
由
が
生
じ
た
日
と
に
応
じ
て
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
額

（
以
下

「
調
整
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
に

つ
き
、
そ
の

者
が
従
前

の
給
付
を
受
け
た
日
か
ら
初
め
て
同
号

の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

の
支
給
を
受
け
る
日
ま

で
の
期
間
の
年
数

（
そ
の
年
数
に

一
年
未
満

の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨

て
る
も
の
と
す
る
。
）
に
応
じ
、
年
五
パ

ー
セ
ン
ト

の
利
率
に
よ
る
複
利
法
に
よ

つ
て
計
算
し
た
元
利
合
計
額
に

つ
い

て
、
利
率
を
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
償
還
期
間
を
十
五
年
間
と
す
る
元
利

（傍
線

の
部
分
は
改
正
部
分
）

附
　
則

（従
前

の
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
に
関
す
る
給
付
）

第

二
条
　
予
防
接
種
法
及
び
結
核
予
防
法

の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二

条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
に

つ
い
て
は
予
防
接
種
法
第
十

二
条
第

一
項

並
び
に
予
防
接
種
法
施
行
令
第
八
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第

二
十
九
条
及

び
第
三
十
条
、
当
該
給
付

の
都
道
府
県
の
負
担
に

つ
い
て
は
同
令
第
二
十

一

条
第

二
項
及
び
第
三
項

の
規
定

（
同
法
第
六
条
第
二
項
に
係
る
部
分
を
除
く

。
）

の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
三
条
第

二
項
第

二
号

中

「
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は

「
定
め
る
額

（
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
に
関
す
る
従
前
の
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
給
付

で
あ

つ
て
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
も
の

（
以
下

「
従
前

の
給
付
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
か

つ

、
法
第
十

二
条
第

一
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

の
支
給
期
間
が
十

六
年
に
満
た
な
い
者
に
係
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
調
整
額

（
そ
の
者
に
係

る
従
前
の
給
付

の
額
と
そ
の
給
付

の
事
由
が
生
じ
た
日
と
に
応
じ
て
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
額

（
以
下

「
調
整
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
に

つ
き
、
そ
の

者
が
従
前

の
給
付
を
受
け
た
日
か
ら
初
め
て
同
号

の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

の
支
給
を
受
け
る
日
ま

で
の
期
間
の
年
数

（
そ
の
年
数
に

一
年
未
満

の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
る
も
の
と
す
る
。
）
に
応
じ
、
年
五
パ

ー
セ
ン
ト

の
利
率
に
よ
る
複
利
法
に
よ

つ
て
計
算
し
た
元
利
合
計
額
に

つ
い

て
、
利
率
を
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
償
還
期
間
を
十
五
年
間
と
す

る
元
利

′
ｑ



均
等
年
賦
償
還

の
方
法
に
よ
り
償
還
す
る
も

の
と
し
て
計
算
し
た

一
年
当
た

り
の
額

（
そ
の
額
に
千
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

る
も
σ

と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
控
除
し

て
得
た
額
）
」
と

、
同
条
第
二
項
中

「
前
項
」
と
あ
る
の
は

「
予
防
接
種
法
施
行
令
及
び
結
核

予
防
法
施
行
令

の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
昭
和
五
十

二
年
政
令
第
十
七
号

）
附
則
第

二
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」
と
、
同
条
第
五
項

中

「
前
三
項

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
あ
る
の
は

「
予
防
接
種
法
施

行
令
及
び
結
核
予
防
法
施
行
令

の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第

二
条

の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
、
同

令
第
十
七
条
第
四
項
第

二
号
中

「
四
千

二
百
五
十
万
円
」
と
あ
る
の
は

「
四

千

二
百
五
十

万
円

（
従
前

の
給
付
を
受
け
た
者
が
法
第
十

二
条
第

一
項
第
三

号

の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は

、
当
該
額
か
ら
調
整
基
礎
額
に

つ
い
て
従
前

の
給
付
を
受
け
た
日
か
ら
死
亡

し
た
日
ま
で
の
年
数

（
そ
の
年
数
に

一
年
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ

れ
を
切
り
捨

て
る
も

の
と
す
る
。
）
に
応
じ

て
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
率
に

よ
る
複
利
法
に
よ

つ
て
計
算
し
た
元
利
合
計
額

（
そ
の
額
に
千
円
未
満

の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
て
得

た
額
）
」
と
、
同
条
第
五
項
中

「
死
亡
し
た
者
」
と
あ
る
の
は

「
死
亡
し
た

者

（
従
前

の
給
付
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
」
と
、

「
と
す
る
」
と
あ
る
の

は

「
と
し
、
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
が
従
前

の
給
付

を
受
け
、
か

つ
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
、
十
五
年
か
ら
同
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

を
受
け
て
い
た
期
間
の
年
数
を
控
除
し
た
年
数

（
そ
の
年
数
に

一
年
未
満

の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨

て
る
も
の
と
す
る
。
）
に
相
当
す
る

期
間

（
以
下

「
調
整
残
期
間
」
と
い
う
。
）

の
各
年

の
調
整
額
を
年
五
パ
ー

均
等
年
賦
償
還
の
方
法
に
よ
り
償
還
す
る
も

の
と
し
て
計
算
し
た

一
年
当
た

り
の
額

（
そ
の
額
に
千
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨

て

る
も
の
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
）
」
と

、
同
条
第
二
項
中

「
前
項
」
と
あ
る
の
は

「
予
防
接
種
法
施
行
令
及
び
結
核

予
防
法
施
行
令

の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
昭
和
五
十

二
年
政
令
第
十
七
号

）
附
則
第

二
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」
と
、
同
条
第
五
項

中

「
前
三
項

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
あ
る
の
は

「
予
防
接
種
法
施

行
令
及
び
結
核
予
防
法
施
行
令

の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第

二
条

の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
、
同

令
第
十
七
条
第

四
項
第

二
号
中

「
四
千

三
百
七
十
万
円
」
と
あ
る
の
は

「
四

千

二
百
七
十
万
円

（従
前

の
給
付
を
受
け
た
者
が
法
第
十

二
条
第

一
項
第
三

号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

の
支
給
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は

、
当
該
額
か
ら
調
整
基
礎
額
に

つ
い
て
従
前

の
給
付
を
受
け
た
日
か
ら
死
亡

し
た
日
ま
で
の
年
数

（
そ
の
年
数
に

一
年
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ

れ
を
切
り
捨

て
る
も
の
と
す
る
。
）
に
応
じ

て
年
五
パ
ー
セ
ン
ト

の
利
率
に

よ
る
複
利
法
に
よ

つ
て
計
算
し
た
元
利
合
計
額

（
そ
の
額
に
千
円
未
満

の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨

て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
て
得

た
額
）
」
と
、
同
条
第
五
項
中

「
死
亡
し
た
者
」
と
あ
る
の
は

「
死
亡
し
た

者

（
従
前

の
給
付
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
」
と
、

「
と
す
る
」
と
あ
る
の

は

「
と
し
、
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
が
従
前

の
給
付

を
受
け
、
か

つ
、
同
号

の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
、
十
五
年
か
ら
同
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

を
受
け
て
い
た
期
間

の
年
数
を
控
除
し
た
年
数

（
そ
の
年
数
に

一
年
未
満

の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
る
も
の
と
す
る
。
）
に
相
当
す

る

期
間

（
以
下

「
調
整
残
期
間
」
と
い
う
。
）

の
各
年

の
調
整
額
を
年
五
パ
ー



セ
ン
ト

の
利
率
に
よ
る
複
利
現
価
法
に
よ

つ
て
調
整
残
期
間

の
最
初

の
年
か

ら
当
該
各
年
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ

の
期
間
に
応
じ
て
割
り
引
い
た
額

の
合
計
額

（
そ
の
額
に
千
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨

て
る
も
の

と
す
る
。
）
を
控
除
し

て
得
た
額
と
す

る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

セ
ン
ト
の
利
率
に
よ
る
複
利
現
価
法
に
よ
つ
て
調
整
残
期
間
の
最
初
の
年
か

ら
当
該
各
年
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
応
じ
て
割
り
引
い
た
額
の
合
計
額

（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の

と
す
る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



予
防
接
種
法
施
行
令
等
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
　
参
照
条
文
　
目
次

一
　

予
防
接
種
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）

（抄
）

・、
・
ｏ
Ｏ
・

一
一　
予
防
接
種
法
施
行
令

（昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）

〓
一　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律

（平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）

（抄
）

・
・
。
・
０
０
０
０

ｏ

　

・

　

・

　

・

６

四
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（平
成
七
年
政
令
第
二
十
六
号
）

（抄
）

・
・
ｏ
・
・
・
・
・
・
０
７

五
　
予
防
接
種
法
及
び
結
核
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（昭
和
五
十

一
年
法
律
第
六
十
九
号
）

（抄
）

・
・
・
・
・
・
・
・
７

エハ
　
予
防
接
種
法
施
行
令
及
び
結
核
予
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（昭
和
五
十
二
年
政
令
第
十
七
号
）

（抄
）

・
・
・
８

七
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
　

（抄
）

・
・
・
・
ｏ
ｏ
ｏ
。
・
・
・
９

八
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
令

（平
成
十
六
年
政
令
第
八
十
三
号
）

九
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平
成
二
十

一
年
法
律
第
九
十
八
号
）

（抄
）

・
・
・
・
・
０
０
・
０
０
・
・
・
０
０
。
・
０
０
０
０
・
０
・
・
・
・
・
・
・
・
・
０
・
・
・
・
・
・
・
０
・
・
・
・
４

十
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

（平
成
二
十

一
年
政
令
第
二
百
七
十

七
号
）

（抄
）

ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
・
・
・
・
ｏ
Ｏ
・
・
・
・
０
・
・
・
・
・
・
・
・
０
０
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
０
０
０
・
５

●

　

●
　

１

ｏ
　

・

，
“
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予
防
接
種
法
施
行
令
等

の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
　
参
照
条
文

○
　
予
防
接
種
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）

（抄
）

第
十

一
条
　
市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
す
る
間
に
定
期
の
予
防
接
種
又
は
臨
時
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
が
、
疾
病

に
か
か
り
、
障
害
の
状
態
と
な
り
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
が
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
定
し
た
と
き
は
、
次
条
及
び
第
十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
給
付
を
行
う
。

２

　

（略
）

第
十

二
条

　

一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
若
し
く
は
臨
時
の
予
防
接
種
又
は
二
類
疾
病
に
係
る
臨
時
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と

に
よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
行
う
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
て
行
う
。

一
　

医
療
費
及
び
医
療
手
当
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
医
療
を
受
け
る
者

一
一　
障
害
児
養
育
年
金
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者
を
養
育
す

る
者

〓
一　
障
害
年
金
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者

四
　
死
亡

一
時
金
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
政
令
で
定
め
る
遺
族

五
　
葬
祭
料
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
葬
祭
を
行
う
者

２
　
二
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
行
う
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
給

付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
て
行
う
。

一
　

医
療
費
及
び
医
療
手
当
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
程
度
の
医
療
を
受
け
る
者

一
一　
障
害
児
養
育
年
金
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者
を
養
育
す

る
者

〓
一　
障
害
年
金
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者

四
　
理退
族
年
金
又
は
遺
族

一
時
金
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
政
令
で
定
め
る
遺
族

五
　
葬
祭
料
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
葬
祭
を
行
う
者



第
十
三
条
　
率則
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十

一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付

（以
下

「給
付
」
と
い
う
。
）
の
額
、
支
給
方
法
そ

の
他
給
付
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２

　

（略
）

○
　
予
防
接
種
法
施
行
令

（昭
和
二
十
二
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）

（抄
）

（
一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
等
に
係
る
医
療
費
）

第
十
条
　
法
第
十

二
条
第

一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額
を
限
度
と
す
る
。
た
だ

し
、
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
医
療
を
受
け
る
者
が
、
当
該
疾
病
に
つ
き
、
健
康
保
険
法

（大
正
十

一
年
法
律

第
七
十
号
）
、
船
員
保
険
法

（昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
、
国
民
健
康
保
険
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
、
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

（昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三

十
八
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

（昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
五
十

二
号
）

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「社
会
保
険
各
法
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
、
若
し
く
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
又
は
当
該
医
療
が
法
令
の
規
定
に

よ
り
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
と
し
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額
か

ら
当
該
医
療
に
関
す
る
給
付
の
額
を
控
除
し
た
額

（そ
の
者
が
社
会
保
険
各
法
に
よ
る
療
養
の
給
付
を
受
け
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
で

き
た
と
き
は
、
当
該
療
養
の
給
付
に
関
す
る
当
該
社
会
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る

一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
と
し
、
当
該
医
療
が
法

令
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
よ
る
医
療
の
現
物
給
付
と
し
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
医
療
に
関
す
る
給
付
に

つ
い
て
行
わ
れ
た
実
費
徴
収
の
額
と
す
る
。
）
を
限
度
と
す
る
。

一　

診
察

一
一　
薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給

〓
一　
医
学
的
処
置
、
手
術
及
び
そ
の
他
の
治
療
並
び
に
施
術

四
　
居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護

五
　
病
院
又
は
診
療
所

へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護

エハ
　
移
送

2



（略
）

（
一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
等
に
係
る
医
療
手
当
）

第
十

一
条
　
法
第
十
二
条
第

一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
手
当
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、　
一
月
に

つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
・

一
　

そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
医
療

（同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
に
伴
う
も
の
を
除

く
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
日
数
が
三
日
以
上
の
場
合
　
一二
万
五
千
七
百
円

一
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
三
日
未
満
の
場
合
　
一二
万
三
千
七
百
円

〓
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
八
日
以
上
の
場
合
　
一二
万
五
千
七
百
円

四
　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
八
日
未
満
の
場
合
　
一二
万
三
千
七
百
円

２
　
同

一
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
医
療
と
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
と
を
受
け
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
月
分
の
医
療
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
万
五
千
七
百
円
と
す
る
。

（
一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
等
に
係
る
障
害
児
養
育
年
金
）

第
十

二
条

　

（略
）

２
　
法
第
十
二
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
養
育
年
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

一　
　
法
第
七
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
臨
時
の
予
防
接
種

（法
第
六
条
第
三
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下

「第
三
項
臨
時
予
防
接

種
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
を
養
育
す
る
者
に
支
給
す
る
場
合
次
の
イ
又
は
口
に
掲
げ

る
区
分

に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
口
に
定
め
る
額

イ
　
別
表
第

一
に
定
め
る

一
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
一
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）

を
養
育
す
る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
百
十
八
万
五
千
六
百
円

口
　
別
表
第

一
に
定
め
る
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
二
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）

を
養
育
す
る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
九
十
四
万
九
千

三
百
円

一
一　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
次
の
イ
又
は
口
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
口
に
定
め
る
額

イ

　

一
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
百
五
十
二
万
四
千
円
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口
　
二
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
百
二
十
二
万
四
百
円

３
　
ユ削
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
養
育
年
金
の
額
は
、
別
表
第

一
に
定
め
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者

（以
下

「障
害
児
」

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
児
童
福
祉
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
い
う
重
症
心
身
障
害
児
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

施
設
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
入
所
又
は
入
院
を
し
て
い
な
い
も
の
を
養
育
す
る
者
に
支
給
す
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
額
に
介
護
加
算
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、　
一
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に
支
給
す
る
場
合
は
八
十
三
万
六
千
三
百
円
と
し
、
二
級
障
害
児

を
養
育
す
る
者
に
支
給
す
る
場
合
は
五
十
五
万
七
千
四
百
円
と
す
る
。

５
　

（略
）

（
一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
等
に
係
る
障
害
年
金
）

第
十
三
条

　

（略
）

２
　
法
第
十

二
条
第

一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る

。
一　

第
二
項
臨
時
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分

に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
別
表
第

二
に
定
め
る

一
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者

（以
下

「
一
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）
に
支
給
す
る
場
合

三
百
七
十
九
万
三
千

三
百
円

口
　
別
表
第
二
に
定
め
る
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者

（以
下

「
二
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）
に
支
給
す
る
場
合

三
百
三
万
三
千
六
百
円

ハ
　
別
表
第

二
に
定
め
る
三
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者

（次
号
ハ
に
お
い
て

「三
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）
に
支

給
す
る
場
合
　
一
一百
二
十
七
万
六
千
四
百
円

一
一　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

　

一
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
　
四
百
八
十
七
万
六
千
八
百
円

口
　
二
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
　
一二
百
九
十
万
千
二
百
円

ハ
　
三
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
　
一
一百
九
十

二
万
六
千
八
百
円

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
額
は
、　
一
級
障
害
者
又
は
二
級
障
害
者
で
あ

つ
て
、
児
童
福
祉
法
に
い
う
重
症
心
身
障
害
児
施
設



そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
入
所
又
は
入
院
を
し
て
い
な
い
も
の
に
支
給
す
る
場
合
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
額
に
介
護
加
算
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、　
一
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
は
八
十
三
万
六
千
三
百
円
と
し
、

二
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場

合
は
五
十
五
万
七
千
四
百
円
と
す
る
。

５

　

（略
）

（死
亡

一
時
金
）

第
十
七
条

　

（略
）

２

ｏ
３

　

（略
）

４
　
死
亡

一
時
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一　

第
二
項
第

一
号
に
掲
げ
る
場
合
　
次
の
イ
又
は
口
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
口
に
定
め
る
額

イ
　
第

二
項
第

一
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
一二
千
三
百
二
十
万
円

口
　
第

二
項
第

一
号
口
に
掲
げ
る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
一
一千
四
百
九
十
万
五
千
円

一
一　
第

二
項
第

二
号
に
掲
げ

る
場
合
　
四
千
二
百
七
十
万
円

５

　

（略
）

（
二
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
に
係
る
医
療
手
当
）

第

二
十
条
　
法
第
十

二
条
第

二
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
手
当
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
第
十

一

条
に
規
定
す
る
金
額
と
す
る
。

２

　

（略
）

（
二
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
に
係
る
障
害
年
金
）

第

二
十

一
条

　

（略
）

２
　
法
第
十

二
条
第

二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

と
す
る
。

一　

別
表
第
二
に
定
め
る

一
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
　
一
一百
七
十
万
九
千
六
百
円



一
一　
別
表
第

二
に
定
め
る
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
　
一
一百
十
六
万
七
千
三
百
円

（遺
族
年
金
）

第

二
十
四
条
　
　
（略
）

２
～
４

　

（略
）

５
　
遺
族
年
金
の
額
は
、
三
百
三
十
七
万
円
と
す
る
。

６
～
９

　

（略
）

（遺
族

一
時
金
）

第
二
十
六
条
　
　
（略
）

２
　

（略
）

３
　
遠退
族

一
時
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族

（当
該
死
亡
の
当
時
胎

児
で
あ
る
子
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
当
時
胎
児
で
あ
つ
た
子
が
出
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
な
い
と
き
、
又
は
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
遺
族
年
金
の
支
給
の
請
求
を
し
な
い
で
死
亡
し
た
場
合

に
お
い
て
、
他
に
同
順
位
若
し
く
は
後
順
位
の
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
な
い
と
き
　
七
百
十

一
万
円

一　一　　　　（蔽略叩）

４

・
５

　

（略
）

○
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律

（平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）

（抄
）

（介
護
手
当
の
支
給
）

第
二
十

一
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
被
爆
者
で
あ

っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
範
囲
の
精
神
上
又
は
身
体
上
の
障
害

（原
子
爆
弾
の

傷
害
作
用
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
介
護
を
要
す

る
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
介
護
を
受
け
て
い
る
も
の
に
対
し
、
そ
の
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
介
護
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者

（そ
の
精
神
上
又
は
身
体
上
の
障
害
が
重
度
の
障
害
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定



め
る
も
の
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
が
介
護
者
に
対
し
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
な
い
で
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（平
成
七
年
政
令
第

二
十
六
号
）

（抄
）

（介
護
手
当
の
支
給
）

第
十
八
条
　
介
護
手
当
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、　
一
月
に
つ
き
、
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費

用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の
額

（そ
の
額
が
六
万
九
千
六
百
八
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
六
万
九
千
六
百
八
十
円
）
と
す
る
。

２
　
そ
の
精
神
上
又
は
身
体
上
の
障
害
が
法
第
二
十

一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
者
に
支
給

す
る
介
護
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一
　

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
　
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
と

し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の
額

（そ
の
額
が
、
十
万
四
千
五
百
三
十
円
を
超
え
る
と
き
は
十
万
四
千
五
百
三
十
円
と
し
、
二
万
千
五
百

円
に
満
た
な
い
と
き
は
二
万
千
五
百
円
と
す
る
。
）

一
一　
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
な
い
場
合
　
一
一万
千
五
百
円

○
　
予
防
接
種
法
及
び
結
核
予
防
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（昭
和
五
十

一
年
法
律
第
六
十
九
号
）

（抄
）

附
　
則

（従
前
の
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
措
置
）

第
二
条
　
附
則
第

一
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
日
前
に
予
防
接
種
法
若
し
く
は
結
核
予
防
法
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
予
防

接
種
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種
を
受
け
た
者
が
、
同
日
以
後
に
疾
病
に
か
か
り
、
若
し

く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
て
い
る
場
合
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
が
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
こ

と
に
よ
る
も
の
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
者
の
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
当
時
の
居
住
地
の

市
町
村
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
防
接
種
法
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
に
準
ず
る
給
付
を
行
う
。

２
　

（略
）



○
　
予
防
接
種
法
施
行
令
及
び
結
核
予
防
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

（昭
和
五
十
二
年
政
令
第
十
七
号
）

（抄
）

附
　
則

（従
前
の
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
給
付
）

第

二
条
　
予
防
接
種
法
及
び
結
核
予
防
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
に
つ
い
て
は
予
防
接
種
法

第
十

二
条
第

一
項
並
び
に
予
防
接
種
法
施
行
令
第
八
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第

二
十
九
条
及
び
第
二
十
条
、
当
該
給
付
の
都
道
府
県

の
負
担
に
つ
い
て
は
同
令
第
三
十

一
条
第

二
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
三
条
第

二
項
中

「定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は

「定
め
る
額

（予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
従
前
の
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
給
付
で
あ

つ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の

（以
下

「従
前
の
給
付
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
か
つ
、
法
第
十

二
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
障
害
年
金
の
支
給
期
間
が
十
六
年
に
満
た
な
い
者
に
係
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
調
整
額

（そ
の
者
に
係
る
従
前
の
給
付
の
額
と

そ
の
給
付
の
事
由
が
生
じ
た
日
と
に
応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

（以
下

「調
整
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
そ
の
者
が

従
前
の
給
付
を
受
け
た
日
か
ら
初
め
て
同
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
日
ま
で
の
期
間
の
年
数

（そ
の
年
数
に

一
年

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
に
応
じ
、
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
率
に
よ
る
複
利
法
に
よ
つ
て

計
算
し
た
元
利
合
計
額
に
つ
い
て
、
利
率
を
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
償
還
期
間
を
十
五
年
間
と
す
る
元
利
均
等
年
賦
償
還
の
方
法
に

よ
り
償
還
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た

一
年
当
た
り
の
額

（そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の

と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「前
項
」
と
あ
る
の
は

「予
防
接
種
法
施
行
令

及
び
結
核
予
防
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

（昭
和
五
十

二
年
政
令
第
十
七
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
前
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中

「前
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
あ
る
の
は

「予
防
接
種
法
施
行
令
及
び
結
核
予
防
法
施
行

令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
、
同
令
第
十
七

条
第
四
項
本
文
中

「
四
千
二
百
七
十
万
円
」
と
あ
る
の
は

「
四
千

三
百
七
十
万
円

（従
前
の
給
付
を
受
け
た
者
が
法
第
十

二
条
第

一
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
調
整
基
礎
額
に
つ
い
て
従
前
の
給
付

を
受
け
た
日
か
ら
死
亡
し
た
日
ま
で
の
年
数

（そ
の
年
数
に

一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

）
に
応
じ
て
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
率
に
よ
る
複
利
法
に
よ
つ
て
計
算
し
た
元
利
合
計
額

（そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
）
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中

「死
亡
し
た
者
」
と
あ
る
の
は

「死
亡

8



し
た
者

（従
前
の
給
付
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
」
と
、

「と
す
る
」
と
あ
る
の
は

「と
し
、
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡

し
た
者
が
従
前
の
給
付
を
受
け
、
か
つ
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
、
十

五
年
か
ら
同
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
を
受
け
て
い
た
期
間
の
年
数
を
控
除
し
た
年
数

（そ
の
年
数
に

一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
に
相
当
す
る
期
間

（以
下

「調
整
残
期
間
」
と
い
う
。
）
の
各
年
の
調
整
額
を
年
五
パ

ー
セ
ン
ト
の
利
率
に
よ
る
複
利
現
価
法
に
よ
つ
て
調
整
残
期
間
の
最
初
の
年
か
ら
当
該
各
年
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
応
じ
て
割
り

引
い
た
額
の
合
計
額

（そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
と

す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

○
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
　

（抄
）

（副
作
用
救
済
給
付
）

第
十
六
条
　
副
作
用
救
済
給
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
し
、

副
作
用
救
済
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
機
構
が
支
給
を
決
定
す
る
。

一
　

医
療
費
及
び
医
療
手
当
　
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
程
度
の
医
療
を
受
け
る
者

一
一　
障
害
年
金
　
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者

〓
一　
障
害
児
養
育
年
金
　
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者
を
養
育
す
る
者

四
　
遺
族
年
金
又
は
遺
族

一
時
金
　
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
政
令
で
定
め
る
遺
族

五
　
葬
祭
料
　
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
葬
祭
を
行
う
者

２

　

（略
）

３
　
副
作
用
救
済
給
付
の
額
、
請
求
の
期
限
、
支
給
方
法
そ
の
他
副
作
用
救
済
給
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（感
染
救
済
給
付
）

第
二
十
条

　

（略
）

２
　
第
十
六
条
第

二
項
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条
並
び
に
第
十
八
条
の
規
定
は
、
感
染
救
済
給
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。



○
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
令

（平
成
十
六
年
政
令
第
八
十
三
号
）
　

（抄
）

（医
療
費
の
額
等
）

第
四
条
　
法
第
十
六
条
第

一
項
第

一
号
の
医
療
費

（以
下

「医
療
費
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額
を

限
度
と
す
る
。
た
だ
し
、
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
前
条
に
定
め
る
程
度
の
医
療
を
受
け
る
者
が
、
当
該
疾
病
に
つ
き
、

社
会
保
険
各
法

（健
康
保
険
法

（大
正
十

一
年
法
律
第
七
十
号
）
、
船
員
保
険
法

（昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
、
国
民
健
康
保

険
法

（昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十

二
号
）
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
、
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法

（昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

（昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十

二
号
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
介
護
保
険
法

（

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
労
働
基
準
法

（昭
和
二
十

二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

（昭
和
二
十

二

年
法
律
第
五
十
号
）
、
船
員
法

（昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
号
）
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法

（昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
九
十

一
号
。

他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法

（昭
和
四
十

二
年
法
律
第
百
二
十

一
号

）
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律

（昭
和
三
十

二
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）

若
し
く
は
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律

（昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十

一
号
）
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受

け
、
若
し
く
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百

六
十

二
号
）
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
た
と
き
、
又
は
当
該
医
療
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団

体
の
負
担
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
と
し
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
医
療
に
関
す
る
給
付
の

額
を
控
除
し
た
額

（そ
の
者
が
社
会
保
険
各
法
に
よ
る
療
養
の
給
付
を
受
け
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
は
、
当
該
療
養
の
給

付
に
関
す
る
当
該
社
会
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る

一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
と
し
、
当
該
医
療
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方

公
共
団
体
の
負
担
に
よ
る
医
療
の
現
物
給
付
と
し
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
医
療
に
関
す
る
給
付
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
実
費
徴
収
の

額
と
す
る
。
）
を
限
度
と
す
る
。

一　

診
察

一
一　
薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給

〓
一　
医
学
的
処
置
、
手
術
及
び
そ
の
他
の
治
療
並
び
に
施
術

10



六 五 四

居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護

病
院
又
は
診
療
所

へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護

移
送

２
～
４

　

（略
）

（医
療
手
当
の
額
等
）

第
五
条
　
法
第
十
六
条
第

一
項
第

一
号
の
医
療
手
当

（以
下

「医
療
手
当
」
と
い
う
。
）
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
額
は
、　
一
月
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
医
療

（同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
に
伴
う
も
の
を
除

く
。

（以
下
同
じ
。
）
）
を
受
け
た
日
数
が
三
日
以
上
の
場
合
　
一二
万
五
千
七
百
円

一
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
三
日
未
満
の
場
合
　
一二
万
三
千
七
百
円

〓
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
八
日
以
上
の
場
合
　
一二
万
五
千
七
百
円

四
　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
八
日
未
満
の
場
合
　
一二
万
三
千
七
百
円

２
　
同

一
の
月
に
お
い
て
前
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
医
療
と
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
と
を
受
け
た
場
合

に
あ

っ
て
は
、
そ
の
月
分
の
医
療
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
万
五
千
七
百
円
と
す
る
。

３
　
医
療
手
当
の
支
給
の
請
求
は
、
そ
の
請
求
に
係
る
医
療
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（障
害
年
金
の
額
）

第
七
条
　
法
第
十
六
条
第

一
項
第
二
号
の
障
害
年
金

（以
下

「障
害
年
金
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
従

い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一　

別
表
に
定
め
る

一
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者

　
二
百
七
十
万
九
千
六
百
円

一
一　
別
表
に
定
め
る
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
　
一
一百
十
六
万
七
千
二
百
円

２
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
の
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ

っ
た
た
め
、
新
た
に
別
表
に
定
め
る
他

の
等
級
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
新
た
に
該
当
す
る
に
至

っ
た
等
級
に
応
じ
て
、
そ
の
障
害
年
金
の
額
を
改
定

す
る
。

１

■



（障
害
児
養
育
年
金
の
額
等
）

第
九
条
　
法
第
十
六
条
第

一
項
第
三
号
の
障
害
児
養
育
年
金

（以
下

「障
害
児
養
育
年
金
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

者
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

別
表
に
定
め
る

一
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
を
養
育
す
る
者
　
八
十
四
万
七
千

三
百
円

一
一　
別
表
に
定
め
る
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
を
養
育
す
る
者
　
エハ
十
七
万
八
千
円

２
　
第
七
条
第
二
項
及
び
前
条
の
規
定
は
、
障
害
児
養
育
年
金
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
二
項
中

「障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
」
と
あ
る
の
は

「別
表
に
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
」
と
、

「新
た
に
別
表
」
と

あ
る
の
は

「新
た
に
同
表
」
と
、
前
条

一
項
中

「医
師
の
診
断
を
受
け
る
べ
き
こ
と
」
と
あ
る
の
は

「そ
の
養
育
す
る
者
に
つ
い
て
医

師
の
診
断
を
受
け
さ
せ
る
べ
き
こ
と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（遺
族
年
金
）

第
十
条

　

（略
）

２
～
４

　

（略
）

５
　
遺
族
年
金
の
額
は
、
三
百
三
十
七
万
円
と
す
る
。

６
～
９

　

（略
）

（遺
族

一
時
金
）

第
十

一
条

　

（略
）

２
　
遺
族

一
時
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族

（当
該
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ

る
子
が
あ
る
場
合
で
あ

っ
て
当
該
胎
児
で
あ

っ
た
子
が
出
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
な
い
と
き
、
又
は
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
遺
族
年
金
の
支
給
の
請
求
を
し
な
い
で
死
亡
し
た
場
合
に
お
い

て
、
他
に
同
順
位
若
し
く
は
後
順
位
の
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
な
い
と
き
　
七
百
十

一
万
円

一　一　
　
　
（政町
）

３
～
５

　

（略
）
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（感
染
救
済
給
付
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
二
十

一
条
　
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
六
条
第

二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
七
条
並
び
に
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「副
作
用
救
済
給
付
」
と
あ
る
の
は

「感
染
救
済
給
付
」
と
、

「医
薬
品
の
副
作
用
」
と
あ

る
の
は

「生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
」
と
、

「許
可
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は

「許
可
生
物
由
来
製
品
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（感
染
救
済
給
付

へ
の
準
用
）

第

二
十

二
条
　
第
二
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
感
染
救
済
給
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次

の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
第

二
項
、
第
十
条
第

二
項
、
第

四
項
及
び
第
九
項
、
第
十

一
条
第
二
項

第
六
条
及
び
第
七
条
第

一
項

第
五
条
第

一
項
第
二
号

第
五
条
第

一
項
第

一
号
及
び
第

二
項

第
四
条
第
四
項
、
第
五
条
第
二
項
及
び

第
十
条
第
九
項

（
腋町
）

医
薬
品
の
副
作
用

第
十
六
条
第

一
項
第
二
号

前
条
第

一
項
第
五
号

前
条
第

一
項
第

一
号

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（腋町
）

生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等

第
二
十
条
第

一
項
第
二
号

第

二
十

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前

条
第

一
項
第
五
号

第

二
十

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前

条
第

一
項
第

一
号

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（市降叩）
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（腋町
）

第
九
条
第

二
項

第
九
条
第

一
項

第

一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
十
二
条

第

一
項

（略
）

前
条
第

一
項

第
七
条
第

二
項

第
十
六
条
第

一
項
第
三
号

（崚路中）

第
二
十

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前

条
第

一
項

七 第
条 二
第 十

一条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

一項

第
二
十
条
第

一
項
第
二
号

○
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平
成

二
十

一
年
法
律
第
九
十
八
号
）

（抄
）

（給
付
の
範
囲
）

第
四
条
　
一削
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付

（以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「給
付
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
て
行
う
。

一
　

医
療
費
及
び
医
療
手
当
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
程
度
の
医
療

を
受
け
る
者

一
一　
障
害
児
養
育
年
金
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八

歳
未
満
の
者
を
養
育
す
る
者

〓
一　
障
害
年
金
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上

の
者

四
　
泣退
族
年
金
又
は
遺
族

一
時
金
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
政
令
で
定
め
る
遺
族
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五
　
葬
祭
料
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
葬
祭
を
行
う
者

（政
令

へ
の
委
任
）

第
五
条
　
ユ則
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
給
付
の
額
、
支
給
方
法
そ
の
他
給
付
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２

　

（略
）

○
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

（平
成
二
十

一
年
政
令
第
二
百
七
十
七

号
）
　

（抄
）

（医
療
費
）

第
二
条

　

（略
）

１
　
法
第
四
条
第

一
号
の
医
療
費

（以
下

「医
療
費
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額
を
限
度
と
す
る
。

た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
前
項
に
定
め
る
程
度
の
医

療
を
受
け
る
者
が
、
当
該
疾
病
に
つ
き
、
健
康
保
険
法

（大
正
十

一
年
法
律
第
七
十
号
）
、
船
員
保
険
法

（昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十

三
号
）
、
国
民
健
康
保
険
法

（昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十

二
号
）
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（昭
和
五
十
七
年
法

律
第
八
十
号
）
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

（昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る

場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

（昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「社
会

保
険
各
法
」
と
い
う
。
）
、
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
労
働
基
準
法

（昭
和
二
十

二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
、
船
員
法

（昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
号
）
、
国
家
公
務
員
災
害
補

償
法

（昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
九
十

一
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
地
方
公
務
員
災
害

補
償
法

（昭
和
四
十

二
年
法
律
第
百
二
十

一
号
）
若
し
く
は
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償

に
関
す
る
法
律

（昭
和
三
十

二
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
、
若
し
く
は
受
け
る
こ
と
が
で

き
た
と
き
、
又
は
当
該
医
療
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
と
し
て
行
わ
れ

た
と
き
は
、
当
該
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
医
療
に
関
す
る
給
付
の
額
を
控
除
し
た
額

（そ
の
者
が
社
会
保
険
各
法
に
よ
る

療
養
の
給
付
を
受
け
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
は
、
当
該
療
養
の
給
付
に
関
す
る
当
該
社
会
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る

一
部

負
担
金
に
相
当
す
る
額
と
し
、
当
該
医
療
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
よ
る
医
療
の
現
物
給
付
と
し
て
行
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わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
医
療
に
関
す
る
給
付
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
実
費
徴
収
の
額
と
す
る
。
）
を
限
度
と
す
る
。

一　

診
察

一
一　
薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給

〓
一　
医
学
的
処
置
、
手
術
及
び
そ
の
他
の
治
療
並
び
に
施
術

四
　
居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護

五
　
病
院
又
は
診
療
所

へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護

エハ
　
移
送

３

ｏ
４

　

（略
）

（医
療
手
当
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第

一
号
の
医
療
手
当

（以
下

「医
療
手
当
」
と
い
う
。
）
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は

、　
一
月
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

二
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
医
療

（同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
に
伴
う
も
の
を
除

く
。

（以
下
同
じ
。
）
）
を
受
け
た
日
数
が
三
日
以
上
の
場
合
　
一二
万
五
千
七
百
円

一
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
三
日
未
満
の
場
合
　
一二
万
三
千
七
百
円

〓
一　
そ
の
月
に
お
い
て
前
条
第

二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
八
日
以
上
の
場
合
　
一二
万
五
千
七
百
円

四
　
そ
の
月
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数
が
八
日
未
満
の
場
合
　
一二
万
三
千
七
百
円

２
　
同

一
の
月
に
お
い
て
前
条
第

二
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
医
療
と
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
と
を
受
け
た
場
合

に
あ

っ
て
は
、
そ
の
月
分
の
医
療
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
万
五
千
七
百
円
と
す
る
。

３
　
医
療
手
当
の
支
給
の
請
求
は
、
そ
の
請
求
に
係
る
医
療
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
は

、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

（障
害
児
養
育
年
金
）

第
四
条
　
法
第
四
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
は
、
別
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

２
　
法
第
四
条
第

二
号
の
障
害
児
養
育
年
金

（以
下

「障
害
児
養
育
年
金
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
従

い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
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一
　

別
表
に
定
め
る

一
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者

（第
四
項
に
お
い
て

「
一
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る

者
　
百
十
八
万
五
千
六
百
円

一
一　
別
表
に
定
め
る
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者

（第
四
項
に
お
い
て

「
二
級
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る

者

・
九
十
四
万
九
千
三
百
円
　
　
　
　
　
　
　
‘

（略
）

前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、　
一
級
障
害
児
を
養
育
す
る
者
に
支
給
す
る
場
合
は
八
十
三
万
六
千
三
百
円
と
し
、

二
級
障
害
児

を
養
育
す
る
者
に
支
給
す
る
場
合
は
五
十
五
万
七
千
四
百
円
と
す
る
。

５

　

（
略
）

（障
害
年
金
）

第
五
条

　

（略
）

２
　

法
第
四
条
第
二
号

の
障
害
年
金

（以
下

「障
害
年
金
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　

別
表
に
定
め
る

一
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
一
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）
　

一二
百

七
十
九
万
三
千
二
百

一
一　
別
表
に
定
め
る
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
二
級
障
害
者
」
と
い
う
。
）
　

一二
百

三
万
三
千
六
百
円

３
　
　
（略
）

４
　
前
項
に
規
定
す
る
介
護
加
算
額
は
、

一
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場
合
は
八
十
三
万
六
千
二
百
円
と
し
、
二
級
障
害
者
に
支
給
す
る
場

合
は
五
十
五
万
七
千
四
百
円
と
す
る
。

５

　

（略
）

（遺
族
年
金
）

第
八
条

　

（略
）

２
～
４

　

（略
）

５
　

遺
族
年
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

4 3
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一　
　
第

一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
一二
百
三
十
二
万
円

一
一
　

第

一
項
第
二
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
支
給
す
る
場
合
　
一
一百
四
十
九
万
五
百
円

６
～
１０

　

（略
）
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